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個 別 注 記 表 
  １．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(1)資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

……移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

……決算日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

……移動平均法による原価法 

②デリバティブ 

……時価法 

(2)固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

……経済的耐用年数に基づく定額法 

各資産別の耐用年数として以下の年数を採用し

ております。 

建 物 

（事 務 所） 30～50年

（建物附属設備） 3～18年

構 築 物 6～36年

工具、器具及び備品 2～15年

②無形固定資産 

……定額法 

③長期前払費用 

……定額法 

(3)繰延資産の処理方法 

社債発行費 

……支出時に全額費用として処理しております。 

（追加情報） 

2009年11月25日を払込期日とした転換社債型新株予約権付

社債（第６回３年債及び第７回４年債）は、引受人が発行

価格（各社債の金額100円につき金102.5円）で一般募集を

行い、これを発行価格と異なる発行価額（各社債の金額

100円につき金100円）で当社に払込を行っております。引

受けの条件上、発行価格と発行価額との差額の総額は引受

人の手取金となり、引受手数料は支払わないこととされて

います。従って、当事業年度における社債発行費（営業外

費用「その他」）には、当該新株予約権付社債の発行に係

る引受手数料相当額2,500百万円は含まれておりません。 

(4)引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

……債権の貸倒れによる損失に備え、一般債権につ

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。 

②賞与引当金 

……従業員及びパートタイマーに支給する賞与に備

え、支給見込額のうち当事業年度に負担する金

額を計上しております。 

③退職給付引当金（前払年金費用） 

……従業員の退職給付に備え、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、

当事業年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。なお、当事業年度末

については、年金資産見込額が退職給付債務見

込額に数理計算上の差異を加減した額を超過し

ているため、超過額を前払年金費用（８百万

円）として、固定資産の投資その他の資産「そ

の他」に含めて計上しております。過去勤務債

務は、発生年度において一括処理しております。 

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平

均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による

定額法により翌事業年度から費用処理すること

としております。 

④投資等損失引当金 

……関係会社等に対する投資等に伴う損失に備え、

当該会社の実情を勘案し、出資金額及び貸出等

債権金額を超える当社負担損失見込額を計上し

ております。 
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(5)その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

①外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。 

②ヘッジ会計の方法は次によっております。 

ヘッジ会計の方法 

……原則として繰延ヘッジ処理によっております。

ただし、振当処理の要件を満たす為替予約につ

いては、振当処理によっております。また、特

例処理の要件を満たす金利スワップについては

特例処理によっております。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） （ヘッジ対象） 

為替予約    …… 外貨建金銭債権債務 

金利スワップ…… 社債 

ヘッジ方針 

……為替予約は為替変動リスクを回避する目的で、

また、金利スワップは金利変動リスクを回避す

る目的で行っております。なお、デリバティブ

取引については管理規定に基づき、担当執行役

の承認を得て行っております。 

ヘッジの有効性評価の方法 

……ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間に

おいて、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動ま

たはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、

両者の変動額を基礎にして判断しております。

ただし、特例処理によっている金利スワップに

ついては有効性の評価を省略しております。 

③消費税等の会計処理は税抜方式を採用しております。 

（会計方針の変更） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当事業年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19

年３月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。この変更に

よる当事業年度の損益に与える影響はありません。 

なお、リース取引開始日が同会計基準適用初年度開始

前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につきま

しては、引き続き通常の賃貸借取引に準じた会計処理

を適用しております。 

 

２．貸借対照表等に関する注記 

(1)有形固定資産の減価償却累計額 

13,470百万円 

(2)保証債務等 

①債務保証 
（単位：百万円） 

被保証者 保証金額 被保証債務の内容 

AEON（Thailand）CO.,LTD. 41

計 41

被保証者の債務は金融
機関よりの借入等であ
る。 

②債務保証予約 
（単位：百万円） 

被保証者 保証金額 被保証債務の内容 

新商業都市㈱ 1,188

やしろ商業開発㈱ 646

名張ショッピングセンター開発㈱ 378

笠間商業開発㈱ 364

㈱名張セントラルパーク 317

計 2,894

被保証者の債務は金融
機関よりの借入等であ
る。 

③経営指導念書等 

 主要な関係会社の資金調達に関連して、各社の健全な

財政状態の維持責任を負うこと等を約した経営指導念書

等を金融機関等に対して差入れております。なお、上記

経営指導念書等のうち、「債務保証及び保証類似行為の

会計処理及び表示に関する監査上の取扱い」（平成11年

２月22日 日本公認会計士協会監査委員会報告第61号）

に基づく保証類似行為に該当するものはありません。 

(3)関係会社に対する金銭債権債務額 

短期金銭債権額 13,298百万円

長期金銭債権額 2,927百万円

短期金銭債務額 159,431百万円

長期金銭債務額 344百万円
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(4)預り金 

 当社は関係会社の余裕資金の有効活用を目的とし一部の

関係会社との間で金銭消費寄託契約を締結しております。

当該契約により寄託された金額（期末残高158,408百万

円）を預り金に計上しております。 

(5)貸出コミットメント 

 当社は、ジェイ・ワン アセッツコーポレーションに対

して、以下のバックアップライン契約を締結しております。 

貸出極度枠 30,000百万円 

貸出実行残高 － 百万円 

差引：貸出枠残高 30,000百万円 

 同社が当該契約に基づく借入を行う目的は同社が発行す

るコマーシャル・ペーパーの決済資金等の調達に限定され

ております。また、当社が所要資金を十分に貸出すること

ができない場合は、不足額について取引金融機関が貸出を

行うこととされております。なお、同社に破産等の特定の

事由が発生した場合には、当社は貸出の実行を拒絶するこ

とが認められております。 

(6)貸付極度額の総額及び貸付残高 

 当社は、関係会社の円滑な資金調達に資するため、一部

の関係会社に対して貸付極度額を設定しております。当事

業年度末における、貸付極度額及び貸付未実行残高は以下

のとおりであります。 

貸付極度額の総額 534,405百万円 

貸付実行残高 344,272百万円 

差引：貸付未実行残高 190,133百万円 

(7)分配制限 

 第１回利払繰延条項・期限前償還条項付（劣後特約付）

無担保社債及び第２回利払繰延条項・期限前償還条項付

（劣後特約付）無担保社債について、当該社債の契約上の

特定事由に抵触し利払が繰り延べまたは利払原資が制限さ

れる場合、当該期間中は配当及び自己株式の取得等は行わ

ないこととしております。 

 

 

３．損益計算書に関する注記 

(1)関係会社との取引高 

営業取引による取引高 36,149百万円

営業取引以外の取引高 7,990百万円

 

４．株主資本等変動計算書に関する注記 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 
（単位：千株） 

 株式の 
種類

前期末 
株式数 

当期増加
株式数

当期減少
株式数

当期末
株式数

摘要

自己株式 普通
株式 35,247 3 5 35,244 注1､2

注1：当期増加自己株式数は、単元未満株式の買取りによ

るものであります。 

注2：当期減少自己株式数は、新株予約権の行使によるも

の４千株及び単元未満株式の買増請求に伴う売渡０

千株によるものであります。 

 

５．税効果会計に関する注記 

(1)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内

訳 

①流動の部 

繰延税金資産 

賞与引当金 39百万円

未払事業税 57百万円

未確定債務 87百万円

繰越欠損金 2,126百万円

その他 83百万円

繰延税金資産合計 2,394百万円
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②固定の部 

繰延税金資産 

有形固定資産 64百万円

貸倒引当金 1,191百万円

投資有価証券及び関係会社株式 56,665百万円

退職給付引当金 44百万円

投資等損失引当金 2,052百万円

その他有価証券評価差額金 630百万円

その他 788百万円

繰延税金資産小計 61,437百万円

評価性引当額 △16,055百万円

繰延税金資産合計 45,381百万円

繰延税金負債 

固定資産圧縮積立金 △3,109百万円

繰延税金負債合計 △3,109百万円

繰延税金資産の純額 42,271百万円

(2)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異原因 

法定実効税率 40.3％

（調整） 

受取配当金等一時差異ではない項
目 

△16.5％

評価性引当額の増減 △7.0％

税額控除 △0.8％

その他 1.2％

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

17.2％

 

６．リースにより使用する固定資産に関する注記 

(1)リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

【借手側】 

リース取引開始日が、2009年２月28日以前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引につきましては、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用して

おり、その内容は次のとおりであります。 

①取得原価相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高

相当額 
（単位：百万円） 

 取 得 原 価 
相 当 額 

減価償却累計額
相 当 額

期 末 残 高
相 当 額

車両運搬具 13 9 3

工具、器具及び備品 4 2 1

合計 17 11 5

②未経過リース料相当額 

未経過リース料相当額 

１年内 4百万円

１年超 1百万円

合計 5百万円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 4百万円

減価償却費相当額 4百万円

支払利息相当額 0百万円

④減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

⑤利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。 
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７．関連当事者との取引に関する注記 

（追加情報） 

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成18年10月17日 企業会計

基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会 平成18年10月17日 企

業会計基準適用指針第13号）を適用しております。なお、

これによる開示対象範囲の変更はありません。 

(1)子会社及び関連会社等 

種 
類 

会社等 
の名称 

議 決 権
等 の 所
有(被所
有)割合 
（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

資金の貸付
利息の受取
（注1） 

310,891
5,683

短期貸付金
未収収益

298,119
104

イオンリ
テール㈱ 

所有 
直接 
100.00 

事務所の賃
貸 
業務受託 
資金の貸付 
役員の兼任 ロイヤルティ

の受取 
（注2） 

7,369 未収収益 3,243

イオンク
レジット
サービス
㈱ 

所有 
直接 

45.66 
間接 

4.66 

消費寄託契
約 
役員の兼任 
加盟店契約 

消費寄託契
約に基づく
預り金 
利息の支払
（注3） 

13,123

76

預り金
 
 
未払費用

60,000

3

㈱マイカ
ル 

所有 
直接 
100.00 

消費寄託契
約 
役員の兼任 

消費寄託契
約に基づく
預り金 
利息の支払
（注3） 

29,101

141

預り金
 
 
未払費用

32,000

7

イ オ ン
モール㈱ 

所有 
直接 

55.83 
間接 

1.60 

消費寄託契
約 
役員の兼任 

消費寄託契
約に基づく
預り金 
利息の支払
（注3） 

5,602

19

預り金
 
 
未払費用

24,000

1

子 
会 
社 

THE 
TALBOTS,
INC. 

所有 
間接 

54.40 

資金の貸付 
役員の兼任 

資金の貸付
 
利息の受取
（注4） 

22,493

1,541

短期貸付金
長期貸付金
未収収益

21,665
16,933

700

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておら

ず、期末残高には消費税等が含まれております。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注1)資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案し

て利率を合理的に決定しております。なお、取引金額

は期中の平均残高を記載しております。 

(注2)ロイヤルティの受取については、当社の基準に準拠し

決定しております。 

(注3)消費寄託契約による資金の預りは、関係会社の余裕資

金の有効活用を目的としており、利率を含めて一般取

引と同様の条件によっております。なお、取引金額は

期中の平均残高を記載しております。 

(注4)資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案し

て利率を合理的に決定しております。 

８．１株当たり情報に関する注記 

(1)純資産額 725.43円 

(2)当期純利益 34.88円 
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会計監査人の監査報告 

 独立監査人の監査報告書 

 2010年４月13日

 イ オ ン 株 式 会 社 
  
 取締役会 御中 
  

 有限責任監査法人 トーマツ
  

 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 小 川 陽一郎 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 小賀坂   敦 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 轟  一 成 

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 東 葭 葉 子 
  

 

  
  当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、イオン株式会社の2009年３月１日から2010

年２月28日までの第85期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書

及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明する

ことにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得

ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び

に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討する

ことを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断してい

る。 

 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要

な点において適正に表示しているものと認める。 

 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 



 

－  － 
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監査委員会の監査報告 

 監 査 報 告 書 
 
  当監査委員会は、2009年３月１日から2010年２月28日までの第85期事業年度における取締役及び執行役の職務の執行につ
いて監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。 
１．監査の方法及びその内容 
 監査委員会は、会社法第416条第１項第１号ロ及びホに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づ
き整備されている体制（内部統制システム）の状況について監視及び検証し、かつ、監査委員会が定めた監査の方針等に
従い、当会社の内部監査部門に指示し、重要な会議に出席するほか、執行役等及び会計監査人からその職務の執行に関す
る事項の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。 

また、事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及びロの各取組みについては、取締役会
その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。子会社については、必要に応じて事業の報
告を求め、その業務及び財産の状況を調査しました。 

会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関しては、会計監査人より監査に関する品質
管理基準（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受けました。 

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び
個別注記表）及びそれらの附属明細書につき検討いたしました。 

２．監査の結果 
 (1)事業報告等の監査結果 

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。 
②取締役及び執行役の職務の執行に関しては、子会社に関する職務を含め、不正の行為又は法令もしくは定款に違反す
る重大な事実は認められません。 

③内部統制システムに関する取締役会の決議内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する取締
役及び執行役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 

④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は相当であると
認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの取組みは、当該基本方針に沿ったものであ
り、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと
認めます。 

(2)計算書類及びその附属明細書の監査結果 

   会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。 

2010年４月14日 

 イオン株式会社 監査委員会 

 

監 査 委 員 石 坂 匡 身 

監 査 委 員 倉 重 英 樹 

監 査 委 員 生 田 正 治 

監 査 委 員 但 木 敬 一 
   

 （注）監査委員全員は、会社法第２条第15号及び第400条第３項に規定する社外取締役であります。 

以 上 



 

－  － 
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株主総会参考書類 

 

議案及び参考事項 

議 案 取締役９名選任の件 

 本総会終結の時をもって、取締役９名全員は任期満了となります。つきましては指名委員会の決

定に基づき取締役９名の選任をお願いするものであります。 

 取締役候補者は次の通りであります。 

候補者 
番 号 

氏    名 
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

１ 
原 田
は ら だ

 昭 彦
あ き ひ こ

 

(1944年１月17日生) 

1967年６月 株式会社シロ（現 イオン株式会社）入社 

1994年２月 株式会社つるまい代表取締役 

1995年２月 北日本ウエルマート株式会社代表取締役社長 

1998年２月 マックスバリュ東北株式会社代表取締役社長 

2003年５月 マックスバリュ西日本株式会社代表取締役社長 

2006年５月 同社代表取締役会長兼当社ＳＭ事業ＥＣ議長 

2007年４月 同社取締役会長兼当社ＳＭ事業ＥＣ議長 

2008年５月 当社取締役兼取締役会議長（現任） 

4,000株

２ 
岡 田
お か だ

 元 也
も と や

 

(1951年６月17日生) 

1979年３月 当社入社 

1990年５月 当社取締役 

1992年２月 当社常務取締役 

1995年５月 当社専務取締役 

1997年６月 当社代表取締役社長 

2003年５月 当社取締役兼代表執行役社長（現任） 

2,446,696株

３ 
森
もり

   美 樹
よ し き

 

(1950年９月16日生) 

1973年３月 当社入社 

1984年５月 日本クレジットサービス株式会社（現 イオンクレ

ジットサービス株式会社）取締役 

1992年５月 同社常務取締役 

1994年５月 同社専務取締役 

1995年５月 同社代表取締役社長 

2003年５月 当社取締役（現任） 

2007年４月 当社総合金融事業ＥＣ議長 

2008年５月 イオンクレジットサービス株式会社取締役会長（現

任） 

2008年８月 当社執行役総合金融事業最高経営責任者 

2010年２月 当社代表執行役 

2010年３月 当社代表執行役副社長総合金融事業共同最高経営責任

者（現任） 

9,500株



 

－  － 
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候補者 
番 号 

氏    名 
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

４ 
林

はやし

   直 樹
な お き

 

(1948年３月９日生) 

1970年３月 当社入社 

1996年５月 当社取締役 

1998年５月 当社常務取締役 

2003年５月 当社常務執行役 

2004年５月 当社専務執行役人事総務担当 

2005年５月 当社人事総務・企業倫理担当 

2006年４月 当社ディベロッパー事業担当 

2007年４月 当社ディベロッパー事業担当兼ディベロッパー事業Ｅ

Ｃ議長 

2008年５月 イオンモール株式会社取締役会長（現任） 

2008年５月 当社取締役（現任） 

2008年８月 当社執行役ディベロッパー事業最高経営責任者兼社長

室責任者 

2010年３月 当社執行役グループ環境最高責任者兼社長室責任者

（現任） 

22,810株

５ 
石 坂
い し ざ か

 匡 身
ま さ み

 

(1939年12月５日生) 

1963年４月 大蔵省入省 

1992年７月 同省証券取引等監視委員会事務局長 

1993年６月 同省理財局長 

1994年７月 環境庁企画調整局長 

1995年７月 同庁事務次官 

2004年７月 社団法人日本損害保険協会副会長 

2005年５月 当社社外取締役（現任） 

2007年９月 財団法人大蔵財務協会理事長（現任） 

2008年６月 株式会社みずほフィナンシャルグループ社外監査役

（現任） 

0株

 



 

－  － 
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候補者 
番 号 

氏    名 
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

６ 
倉 重
く ら し げ

 英 樹
ひ で き

 

(1942年９月11日生) 

1966年４月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 

1993年１月 同社取締役副社長 

1993年11月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社代

表取締役会長 

2000年５月 当社取締役相談役 

2002年10月 ＩＢＭビジネスコンサルティングサービス株式会社代

表取締役会長 

2004年２月 日本テレコム株式会社取締役兼代表執行役社長 

2006年10月 株式会社ＲＨＪＩインダストリアル・パートナーズ・

アジア代表取締役社長 

2007年５月 当社社外取締役（現任） 

2007年６月 旭テック株式会社社外取締役（現任） 

2007年12月 株式会社ＲＨＪインターナショナル・ジャパン代表取

締役会長（現任） 

2008年５月 株式会社シグマクシス代表取締役ＣＥＯ 

2010年１月 株式会社シグマクシス代表取締役会長兼社長 

2010年４月 株式会社シグマクシス代表取締役会長（現任） 

0株

７ 
生 田
い く た

 正 治
ま さ は る

 

(1935年１月19日生) 

1957年４月 三井船舶株式会社（現 株式会社商船三井）入社 

1987年６月 同社取締役 

1994年６月 同社代表取締役社長 

2000年６月 同社代表取締役会長 

2003年４月 日本郵政公社総裁 

2007年４月 株式会社商船三井相談役 

2008年６月 テルモ株式会社社外取締役（現任） 

ソースネクスト株式会社社外取締役（現任） 

2009年５月 当社社外取締役（現任） 

2010年２月 株式会社商船三井最高顧問（現任） 

0株

８ 
末 吉
す え よ し

 竹二郎
た け じ ろ う

 

(1945年１月３日生) 

1967年４月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀

行）入行 

1994年６月 同行取締役 

1996年４月 東京三菱銀行信託会社（ニューヨーク）頭取 

1998年６月 日興アセットマネジメント株式会社副社長 

2003年７月 国際連合環境計画・金融イニシアチブ特別顧問（現

任） 

2007年６月 株式会社鹿児島銀行社外監査役（現任） 

2009年５月 当社社外取締役（現任） 

0株



 

－  － 
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候補者 
番 号 

氏    名 
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 

所 有 す る
当 社 の 株 式 数

９ 
但 木
た だ き

 敬 一
け い い ち

 

(1943年７月１日生) 

1969年４月 東京地方検察庁検事任官 

1984年３月 法務大臣官房司法法制調査部参事官 

1997年12月 法務大臣官房長 

2002年１月 法務事務次官 

2004年６月 東京高等検察庁検事長 

2006年６月 検事総長 

2008年６月 弁護士登録 

2009年５月 当社社外取締役（現任） 

2009年６月 株式会社大和證券グループ本社社外取締役（現任） 

2009年７月 日本生命保険相互会社社外監査役（現任） 

0株

（注１）石坂匡身、倉重英樹、生田正治、末吉竹二郎、但木敬一の各氏は、社外取締役候補者であります。 

（注２）社外取締役候補者の選定理由、独立性及び責任限定契約等について 

(1)各氏は次に掲げる当社指名委員会が定めた社外取締役の独立性等の要件を満たしています。 

① 過去・現在を通じて、当社または子会社の経営執行をする取締役・執行役または支配人その他使用人となったことが

ないこと。 

② 当社の基本理念・行動規範等の考え方を共有いただけること。 

③ 最高経営責任者等経営者としての豊かな経験、もしくはそれに準ずる経験・知見を有すること。 

④ 当社の経営陣から独立した判断を下すことができること。 

⑤ 当社の取締役会及び担当委員会におおよその出席が可能なこと。 

(2)石坂匡身氏は、豊富なキャリアと専門的知識を有しておられ、経営の透明性と客観性向上についてご指導いただくため、

社外取締役として選任をお願いするものであります。 

(3)倉重英樹氏は、グローバル企業での豊富な経験や幅広い見識を有しておられ、健全かつ効率的な経営の推進についてご

指導いただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は2000年５月から2003年５月まで

当社の取締役相談役に就任いただいておりましたが、業務執行には関与していません。 

(4)生田正治氏は、豊富な経営者経験及び幅広い見識等を有しておられ、経営者としてのバランス感覚を活かして、コーポ

レート・ガバナンス等の向上についてご指導をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。 

(5)末吉竹二郎氏は、国際的な環境問題、企業の社会的責任に関する見識と豊富な経験等を有しておられ、環境保全・社会

貢献に対する企業の役割等についてご指導をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。 

(6)但木敬一氏は、検事・検事総長等を歴任された弁護士として、法律・コンプライアンスに関する豊かな経験と見識を有

しておられ、コンプライアンス経営の推進についてご指導をいただくため、社外取締役として選任をお願いするもので

あります。 

(7)再任の社外取締役候補者の本定時株主総会終了までの就任年数は、石坂匡身氏は５年、倉重英樹氏は３年、生田正治、

末吉竹二郎、但木敬一の各氏は１年であります。 

(8)当社は社外取締役との間で、会社法第423条第１項の責任につき、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失

がないときは、当社に対して賠償すべき額は、金1,500万円または法令の定める額のいずれか高い金額を限度とし、この

限度を超える社外取締役の損害賠償義務を免除する旨の責任限定契約を締結する予定であります。 

（注３）取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。 

 

以 上 



 

－  － 
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【ご参考】 

委員会委員就任予定者（2010年５月13日就任予定） 

委 員 会 名 氏       名 ・ ※ は 委 員 会 議 長 

監 査 委 員 会 ※石坂 匡身  倉重 英樹  生田 正治  但木 敬一

指 名 委 員 会 ※生田 正治  末吉 竹二郎 但木 敬一  岡田 元也

報 酬 委 員 会 ※倉重 英樹  石坂 匡身  末吉 竹二郎 岡田 元也

 

執行役候補者（2010年５月13日就任予定） 

地 位 氏 名 担 当 

代 表 執 行 役 社 長 岡 田 元 也  

代 表 執 行 役 副 社 長 森  美 樹 総合金融事業共同最高経営責任者 

執 行 役 ジ ェ リ ー ・ ブ ラ ッ ク
アセアン事業最高経営責任者兼グループＩＴ・デジタルビジネス
事業最高経営責任者兼グループ戦略最高責任者 

執 行 役 豊 島 正 明 ディベロッパー事業最高経営責任者 

執 行 役 村 井 正 平 ＧＭＳ事業最高経営責任者 

執 行 役 坂 野 邦 雄 ＳＭ事業最高経営責任者兼ＤＳ事業最高経営責任者 

執 行 役 横 尾  博
戦略的小型店事業最高経営責任者兼グループ商品・商品改革最高
責任者 

執 行 役 古 谷  寛 サービス事業最高経営責任者兼専門店事業最高経営責任者 

執 行 役 田 中 秋 人 中国総代表 

執 行 役 梅 本 和 典 グループＩＴ・デジタルビジネス事業責任者 

執 行 役 千 葉 清 一 グループ財務最高責任者兼グループ財務責任者 

執 行 役 林  直 樹 グループ環境最高責任者兼社長室責任者 

執 行 役 久 木 邦 彦 グループ商品責任者 

執 行 役 縣  厚 伸 グループ人事・管理最高責任者 

執 行 役 西 松 正 人 グループ経営管理責任者 

執 行 役 近 澤 靖 英 グループ商品改革責任者 
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【インターネット等による議決権の行使のご案内】 

インターネットをご利用の株主の皆さまへ 

 議決権をインターネットにより行使される場合には、下記の事項をご了承のうえ、ご投票くださいま

すようお願い申し上げます。 

 

◎議決権行使の方法及び取り扱いについて 

１．インターネットにより議決権を行使される場合は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト

（http://www.web54.net）をご利用いただくことによってのみ可能です。 

 同封の議決権行使書用紙右片に記載の「議決権行使コード」と「パスワード」が必要となりますの

でご注意ください。 

２．上記により議決権行使ウェブサイトにアクセスされますと、株主さまご本人にお決めいただく新し

いパスワードが必要となります。 

３．インターネットによる議決権の行使は、2010年５月12日（水曜日）午後８時まで受け付けますが、

議決権行使結果集計の都合上、できるだけ早めに行使くださいますようお願い申し上げます。 

４．書面とインターネットの両方で議決権を行使された場合は、後に到着したものを有効な議決権行使

として取り扱わせていただきますが、同一の日に到着した場合は、インターネットによる議決権行使

を有効なものといたします。 

５．議決権行使ウェブサイトをご利用いただくためにプロバイダーへの接続料金及び通信事業者への通

信料金（電話料金）などが必要な場合がありますが、これらの料金は株主さまのご負担となります。 

◎パスワードの取り扱いについて 

１．パスワードは、ご投票される方が株主さまご本人であることを確認する手段です。暗証番号と同様

に大切に保管願います。パスワードに関するお電話等によるご照会にはお答えいたしかねます。 

２．今回ご案内する議決権行使コード及びパスワードは、本総会に関してのみ有効です。ログイン後、

パスワードについては株主さまご本人がお決めになったものに変更していただきます。 
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◎携帯電話またはＬモード端末を用いる場合 
 次のサービスが受信可能であるとともに、暗号通信が可能なSSL通信機能を搭載し

た機種であることが必要です。 

 なお、ご利用に際しては、以下のサービス画面に直接入力、あるいは議決権行使

書用紙に表示している右記のＱＲコードを利用してアクセスしていただきます。

（ＱＲコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標または商標です。） 

  携帯用ＱＲ
 

①ｉモード ②Yahoo!ケータイ ③EZweb ④Ｌモード 

※ｉモードは株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ、Yahoo!は米国Yahoo!Inc.、Yahoo!ケータイはソフ

トバンクモバイル株式会社、EZwebはKDDI株式会社、Ｌモードは東日本電信電話株式会社、西日本

電信電話株式会社の登録商標または商標です。 

 

◎インターネットによる議決権の行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合 

 インターネットによる議決権の行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問

い合わせください。 

 中央三井信託銀行 証券代行ウェブサポート 

専用ダイヤル 電話 0120－65－2031 
（受付時間 土日・休日を除く 9：00～21：00） 

 

 

機関投資家の皆さまへ 

 上記のインターネットによる議決権の行使のほかに、予め申込みされた場合に限り、株式会社東京証

券取引所等が出資する株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくこ

とができますのでご案内いたします。 

以 上 
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株主総会会場のご案内 
 

場 所 千葉市美浜区中瀬２丁目１番地 
幕張メッセ 国際展示場８ホール 

ＴＥＬ ０４３－２９６－０００１（代表） 
 

 

 
交通 ＪＲ京葉線・武蔵野線海浜幕張駅南口下車徒歩約８分 

(東京駅より約40分、西船橋駅より約17分) 
ＪＲ総武線・京成電鉄幕張本郷駅よりバスで約17分 
「千葉マリンスタジアム」「医療センター」行き、タウンセンターバス停下車徒歩約３分 
「幕張メッセ中央」行き、幕張メッセ中央バス停下車すぐ 
駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。 

 
定時株主総会終了後の株主懇親会は実施いたしませんので、予めご了承くださいますよ
うお願い申し上げます。 




